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判
例
研
究商

品
代
金
の
立
替
払
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
保
証
人
の
意
思
表
示
に

要
素
の
錯
誤
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

い
わ
ゆ
る
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
保
証
と
要
素
の
錯
誤辻

博

明

最
高
裁
平
成
一
四
年
七
月
一
一
日
第
一
小
法
廷
判
決

(

平
一
一

(

受)

六
〇
二
号
、
保
証
債
務
請
求
事
件)

判
時
一
八
〇
五
号
五
六
頁
、
判
タ
一
一

〇
九
号
一
二
九
頁
、
金
法
一
六
六
七
号
九
〇
頁

破
棄
自
判

本
件
は
、
い
わ
ゆ
る
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約

(

実
際
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約)

に
基
づ
く
債
務
の
保
証
人
の
意
思
表
示
に
要
素
の
錯
誤

が
あ
る
と
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
本
判
決
は
事
例
判
決
で
あ
る
が
、
下
級
審
判
決
・
評
釈
が
分
か
れ
て
い
る
状
況
に
あ
っ
て
の
最
高
裁
判
決

(

破

棄
自
判)

で
あ
り
、
公
刊
さ
れ
た
最
高
裁
判
決
と
し
て
初
め
て
で
あ
る
。
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
用
い
る
現
場
へ
の
影
響
が
予
想
さ
れ
重
要
な
意
味
を
持

つ
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
本
判
旨
の
射
程
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
第
一
に
、
判
旨
の
射
程
は
、
本
件
の
よ
う
な
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
保
証
の

場
合
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
保
証
以
外
の
事
案
、
つ
ま
り
こ
れ
ま
で
動
機
の
錯
誤
と
し
て
処
理
さ
れ
て
き
た

そ
の
他
の
事
案
に
も
波
及
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る

(

後
述
三
①)

。
第
二
に
、
本
件
と
類
似
す
る
が
一
部
異
な
る
要
素
を
含
む
事
例

が
今
後
登
場
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
そ
れ
へ
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

(

後
述
三
②)

。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
中
心
に

検
討
を
行
う
こ
と
に
す
る
。



し
、
ま
た
仮
に
右
誤
信
が
本
件
保
証
契
約
に
お
け
る
動
機
の
錯
誤
で
あ

る
と
し
て
も
、
本
件
立
替
払
契
約
及
び
本
件
保
証
契
約
は
同
一
書
面
上

に
お
い
て
締
結
さ
れ
て
お
り
、
本
件
契
約
書
に
は
販
売
店
名
が
表
示
さ

れ
、
商
品
と
し
て
の
機
械
が
特
定
さ
れ
、
購
入
代
金
額
が
表
示
さ
れ
て

お
り
、
Ｙ
の
動
機
は
Ｘ
に
表
示
さ
れ
て
い
る
、
と
抗
弁
し
た
。

第
一
審

(

東
京
地
判
平
成
一
〇
・
三
・
二
三
判
タ
一
〇
一
五
号
一
五

〇
頁)

及
び
原
審

(

東
京
高
判
平
成
一
一
・
二
・
九
金
判
一
一
五
九
号

一
一
頁)

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。

本
件
立
替
払
契
約
の
よ
う
な
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会

社
が
販
売
店
に
商
品
代
金
を
立
替
払
し
、
主
債
務
者
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
会

社
か
ら
代
金
相
当
額
の
融
資
を
受
け
る
も
の
で
、
そ
の
担
保
と
し
て
商

品
の
所
有
権
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
留
保
し
、
立
替
払
金
に
所
定
の
金

額
を
加
算
し
た
額
を
契
約
所
定
の
方
法
に
よ
り
割
賦
償
還
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
性
質
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
が
顧
客
並
び
に
販
売
店
の
双

方
に
金
融
の
便
宜
を
与
え
る
と
い
う
金
融
の
側
面
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
立
替
払
契
約
の
金
融
的
性
質
は
、
実
体
の
あ
る
ク
レ

ジ
ッ
ト
契
約
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
場
合
で
あ
っ

て
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
本
件
保
証
契
約
に
お
い
て
本
件
機
械
の

引
渡
し
の
有
無
は
Ｙ
に
と
っ
て
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
た
ず
、
右
契

約
の
意
思
表
示
の
要
素
に
は
当
た
ら
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
右

の
点
に
つ
い
て
の
誤
信
は
意
思
表
示
の
動
機
に
関
す
る
錯
誤
に
す
ぎ
な

い
。
そ
し
て
、
Ｙ
の
本
件
保
証
契
約
は
本
件
立
替
払
契
約
と
同
一
の
書

面
で
あ
る
本
件
契
約
書
上
で
な
さ
れ
、
本
件
契
約
書
上
に
は
、
販
売
店

名
、
商
品
で
あ
る
本
件
機
械
、
商
品
購
入
代
金
額
が
表
示
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
主
債
務
が
商
品
の
引
渡
し
の
あ
る
立
替
払
契
約
で
あ
れ
ば
連

帯
保
証
契
約
は
す
る
が
、
単
な
る
消
費
貸
借
契
約
で
あ
れ
ば
連
帯
保
証

を
し
な
い
旨
の
動
機
が
表
示
さ
れ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
し
、
Ｙ
の
錯
誤
の
主
張
を
排
斥
し
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
す
べ
き
と
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
が
上
告
し
、
目
的
商
品
が
実
在
す
る
こ
と
は

法
律
行
為
の
不
可
欠
の
構
成
要
素
と
な
り
、
そ
れ
が
欠
け
る
こ
と
は
要

素
の
錯
誤
と
し
て
無
効
を
来
た
す
な
ど
と
主
張
し
た
。

【
判

旨
】

｢

保
証
契
約
は
、
特
定
の
主
債
務
を
保
証
す
る
契
約
で
あ
る
か
ら
、
主

債
務
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
保
証
契
約
の
重
要
な
内
容
で
あ

る
。
そ
し
て
、
主
債
務
が
、
商
品
を
購
入
す
る
者
が
そ
の
代
金
の
立
替

払
を
依
頼
し
そ
の
立
替
金
を
分
割
し
て
支
払
う
立
替
払
契
約
上
の
債
務

で
あ
る
場
合
に
は
、
商
品
の
売
買
契
約
の
成
立
が
立
替
払
契
約
の
前
提

と
な
る
か
ら
、
商
品
売
買
契
約
の
成
否
は
、
原
則
と
し
て
、
保
証
契
約

の
重
要
な
内
容
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例
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【
事
実
の
概
要
】

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
Ｘ
は
、
平
成
七
年
一
二
月
六
日
に
、
印
刷
会
社
Ｅ

と
の
間
で
次
の
内
容
の
立
替
払
契
約
を
締
結
し
た
。
Ｘ
は
Ｅ
が
平
成
七

年
一
二
月
六
日
に
印
刷
機
械
販
売
会
社
Ｎ
か
ら
購
入
し
た
印
刷
用
機
械

の
代
金
三
〇
〇
万
円
を
Ｎ
に
対
し
て
立
替
払
い
す
る
、
Ｅ
は
Ｘ
に
対
し

て
右
立
替
金
及
び
手
数
料
を
分
割
し
て
支
払
う
、
Ｅ
が
右
割
賦
金
の
支

払
を
一
回
で
も
遅
滞
し
た
と
き
は
期
限
の
利
益
を
喪
失
す
る
、
と
い
う

内
容
で
あ
っ
た
。
Ｘ
は
、
平
成
八
年
一
月
五
日
に
、
Ｎ
に
対
し
て
三
〇

〇
万
円
を
立
替
払
い
し
た
。

Ｙ
は
、
平
成
七
年
一
二
月
六
日
に
、
Ｘ
に
対
し
、
Ｅ
が
本
件
立
替
払

契
約
に
基
づ
い
て
Ｘ
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
つ
い
て
連
帯
保
証
契

約
を
締
結
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
Ｅ
は
、
本
件
立
替
払
契
約
の
締
結
に
先
立
っ

て
Ｋ
リ
ー
ス
会
社
か
ら
本
件
機
械
と
同
種
の
機
械
を
取
得
し
、
平
成
七

年
一
一
月
初
旬
に
は
同
機
械
は
納
品
さ
れ
て
い
た
。
Ｅ
の
代
表
取
締
役

Ｔ
は
、
営
業
資
金
を
捻
出
す
る
た
め
、
実
際
に
は
本
件
機
械
の
売
買
契

約
が
な
い
の
に
本
件
機
械
を
購
入
す
る
形
を
と
っ
た
い
わ
ゆ
る
空
ク
レ

ジ
ッ
ト
を
計
画
し
、
本
件
立
替
払
契
約
を
締
結
し
た
上
、
Ｎ
と
の
間
で
、

Ｘ
か
ら
支
払
わ
れ
た
代
金
名
下
の
金
員
を
Ｎ
が
受
領
し
、
振
込
手
数
料

等
を
控
除
し
た
残
金
を
Ｅ
に
交
付
す
る
こ
と
を
合
意
し
た
。
Ｅ
の
従
業

員
で
あ
る
Ｙ
は
、
Ｔ
の
依
頼
に
よ
り
、
同
年
一
二
月
六
日
に
、
Ｘ
と
の

間
で
連
帯
保
証
契
約
を
締
結
し
た
が
、
そ
の
際
、
本
件
立
替
払
契
約
に

お
け
る
本
件
機
械
の
売
買
契
約
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。

本
件
立
替
払
契
約
と
本
件
保
証
契
約
は
、
同
一
の
契
約
書
面
を
用
い

て
締
結
さ
れ
て
お
り
、
本
件
契
約
書
に
は
、
販
売
店
で
あ
る
Ｎ
、
商
品

で
あ
る
本
件
機
械
、
商
品
購
入
代
金
額
が
表
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

本
件
立
替
払
契
約
に
は
、
本
件
機
械
の
所
有
権
は
Ｎ
か
ら
Ｘ
に
移
転
し
、

Ｘ
に
対
す
る
債
務
が
完
済
さ
れ
る
ま
で
所
有
権
が
留
保
さ
れ
る
旨
の
特

約
と
、
Ｅ
が
支
払
を
遅
滞
し
、
Ｘ
か
ら
要
求
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に

本
件
機
械
を
Ｘ
に
引
き
渡
し
、
Ｘ
が
客
観
的
に
見
て
相
当
な
価
格
を
も
っ

て
本
件
立
替
払
契
約
に
基
づ
く
債
務
及
び
商
品
等
の
引
取
り
、
保
管
、

査
定
、
換
価
に
要
す
る
費
用
の
弁
済
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の

特
約
が
あ
る
。

Ｅ
は
、
平
成
八
年
二
月
二
七
日
分
ま
で
に
支
払
う
べ
き
分
割
金
の
支

払
を
怠
り
、
同
日
の
経
過
を
も
っ
て
、
期
限
の
利
益
を
喪
失
し
た
。

そ
こ
で
、
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
て
保
証
債
務
の
履
行
を
訴
求
し
た
。
こ
れ

に
対
し
、
Ｙ
は
次
の
よ
う
に
抗
弁
し
た
。
本
件
保
証
契
約
が
実
体
の
あ

る
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
つ
い
て
の
保
証
か
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
つ

い
て
の
保
証
で
あ
る
か
は
本
件
保
証
契
約
に
重
大
な
影
響
を
与
え
、
右

の
点
の
誤
信
は
保
証
契
約
の
意
思
表
示
の
要
素
の
錯
誤
に
該
当
す
る
と
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を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
判
決
に
よ
り
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
等

は
実
質
的
に
契
約
対
象
で
あ
る
物
・
サ
ー
ビ
ス
の
引
渡
・
提
供
が
実
際

に
あ
っ
た
か
を
確
認
す
る
義
務
が
課
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

本
件
は
、
公
刊
さ
れ
た
最
高
裁
判
決
と
し
て
初
め
て
で
あ
り
、
空
ク
レ

ジ
ッ
ト
を
用
い
る
現
場
へ
の
影
響
が
予
想
さ
れ
重
要
な
意
味
を
持
つ
と

思
わ
れ
る
。

二

判
旨
の
評
価

二
分
す
る
判
決
例
の
分
岐
点

本
判
決
は
破
棄
判
決
で
あ
り
、
そ
の
判
旨
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
、

原
審
の
判
断
の
ど
の
点
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
を
明
ら
か
に

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
両
判
決
に
は
ど
の
よ
う
な
判
断
構
造
・

価
値
判
断
の
相
違
が
あ
る
か
、
そ
の
相
違
が
そ
の
法
的
構
成
に
ど
の
よ

う
に
反
映
し
た
か
を
探
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
従
来
の

下
級
審
判
決
は
、
先
行
の
評
釈
・
判
決
の
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
す
で
に

整
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
錯
誤
無
効
を
肯
定
す
る
立
場
と
否
定
す
る

立
場
に
二
分
さ
れ
て
い
る

(

二
つ
の
立
場
に
よ
り
論
拠
と
す
る
要
素
が
異
な

る

(

１))

。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
本
判
決
は
肯
定
説
の
規
範
を
ま
と
め
る
方

向
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
審
は
否
定
説
を
推
進
す
る
判
決
群
の

代
表
例
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
従
来
の
二
分
す
る
判
決
群
の
分
岐

点
を
探
る
に
は
、
本
判
決
と
原
審
判
決
の
対
比
が
有
意
義
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
錯
誤
無
効
の
判
定
結
果
を
左
右
す
る

と
思
わ
れ
る
三
つ
の
要
素
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
を
中
心
に
判
旨
を
対
比

的
に
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。

①

｢

主
債
務｣

の
態
様
判
断

立
替
払
契
約
の
実
質

本
件
判
旨
は
、｢

保
証
契
約
は
、
特
定
の
主
債
務
を
保
証
す
る
契
約
で

あ
る
か
ら
、
主
債
務
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
保
証
契
約
の
重

要
な
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
債
務
が
、
商
品
を
購
入
す
る
者
が
そ

の
代
金
の
立
替
払
を
依
頼
し
そ
の
立
替
金
を
分
割
し
て
支
払
う
立
替
払

契
約
上
の
債
務
で
あ
る
場
合
に
は
、
商
品
の
売
買
契
約
の
成
立
が
立
替

払
契
約
の
前
提
と
な
る
か
ら
、
商
品
売
買
契
約
の
成
否
は
、
原
則
と
し

て
、
保
証
契
約
の
重
要
な
内
容
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る｣

、

と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
原
審
は
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本

件
立
替
払
契
約
の
よ
う
な
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
が

販
売
店
に
商
品
代
金
を
立
替
払
し
、
主
債
務
者
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
か

ら
代
金
相
当
額
の
融
資
を
受
け
る
も
の
で
、
そ
の
担
保
と
し
て
商
品
の

所
有
権
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
留
保
し
、
立
替
払
金
に
所
定
の
金
額
を

加
算
し
た
額
を
契
約
所
定
の
方
法
に
よ
り
割
賦
償
還
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
性
質
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
が
顧
客
並
び
に
販
売
店
の
双
方
に
金

融
の
便
宜
を
与
え
る
と
い
う
金
融
の
側
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例
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こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
上
記
の
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
�

本
件
立
替
払
契
約
は
、
被
上
告
人
Ｘ
に
お
い
て
、
Ｅ
が
Ｎ
か
ら
購
入
す

る
本
件
機
械
の
代
金
を
Ｎ
に
立
替
払
し
、
Ｅ
は
、
被
上
告
人
Ｘ
に
対
し
、

立
替
金
及
び
手
数
料
の
合
計
額
を
分
割
し
て
支
払
う
、
と
い
う
形
態
の

も
の
で
あ
り
、
本
件
保
証
契
約
は
本
件
立
替
払
契
約
に
基
づ
き
Ｅ
が
被

上
告
人
Ｘ
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
に
つ
い
て
連
帯
し
て
保
証
す
る
も

の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
�
本
件
立
替
払
契
約
は
い
わ
ゆ
る
空
ク
レ
ジ
ッ
ト

契
約
で
あ
っ
て
、
本
件
機
械
の
売
買
契
約
は
存
在
せ
ず
、
�
上
告
人
Ｙ

は
、
本
件
保
証
契
約
を
締
結
し
た
際
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
保
証
契
約
に
お
け
る
上
告
人
Ｙ
の
意
思

表
示
は
法
律
行
為
の
要
素
に
錯
誤
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

本
件
立
替
払
契
約
の
よ
う
な
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
が
、
そ
の
経
済
的
な

実
質
は
金
融
上
の
便
宜
を
供
与
す
る
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
原
判
決

の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
た
る
債
務
が
実
体
の
あ
る

正
規
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場
合
と
、
空
ク
レ
ジ
ッ

ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
正
常
な
形
で
金
融
の
便
益
を
得
る
も

の
で
あ
る
場
合
と
で
、
主
債
務
者
の
信
用
に
実
際
上
差
が
あ
る
こ
と
は

否
定
で
き
ず
、
保
証
人
に
と
っ
て
、
主
債
務
が
ど
ち
ら
の
態
様
の
も
の

で
あ
る
か
に
よ
り
、
そ
の
負
う
べ
き
リ
ス
ク
が
異
な
っ
て
く
る
は
ず
で

あ
り
、
看
過
し
得
な
い
重
要
な
相
違
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
し
て
、
前
記
の
よ
う
に
、
一
通
の
本
件
契
約
書
上
に
本
件
立
替
払
契

約
と
本
件
保
証
契
約
が
併
せ
記
載
さ
れ
て
い
る
本
件
に
お
い
て
は
、
連

帯
保
証
人
で
あ
る
上
告
人
Ｙ
は
、
主
債
務
者
で
あ
る
Ｅ
が
本
件
機
械
を

買
い
受
け
て
被
上
告
人
Ｘ
に
対
し
分
割
金
を
支
払
う
態
様
の
正
規
の
立

替
払
契
約
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
、
こ
れ
を
本
件
保
証
契
約

の
内
容
と
し
て
意
思
表
示
を
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
一
層
明
確
で

あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

。

【
研

究
】

一

本
判
決
の
位
置
付
け

先
行
判
決
と
の
関
係

本
件
は
、
い
わ
ゆ
る
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約

(

実
際
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い

ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約)

に
基
づ
く
債
務
の
保
証
人
の
意
思
表
示
に
要
素
の
錯

誤
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約

(

ま
た
は
空
リ
ー

ス
契
約)

に
基
づ
く
債
務
の
保
証
と
錯
誤
無
効
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
下

級
審
判
決
・
評
釈
は
肯
定
説
と
否
定
説
に
二
分
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
錯
誤
無
効
の
判
定
結
果
を
左
右
す
る
重
要
な
要
素

(

��
主
債
務
の
性

質
、
��
表
示
の
有
無
と
そ
の
判
定
手
法
、
��
リ
ス
ク
分
配)

に
つ
い
て
の
判
断

が
不
統
一
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。

本
判
決
は
事
例
判
決
で
は
あ
る
が
、
下
級
審
判
決
・
評
釈
が
分
か
れ

て
い
る
状
況
に
あ
っ
て
、
破
棄
自
判
し
肯
定
説
を
と
り
、
一
定
の
方
向

判例研究

(名城 ���) ��－�－���



に
よ
る
リ
ス
ク
は
、
債
権
者

(

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社)

で
は
な
く
、
保
証
人

が
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
根
底
に
は
、
結
論
部
分
で
の
価
値
判
断

が
作
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
判
断
過
程
に
お
い
て
、
結

論
部
分
の
価
値
判
断
が
先
行
し
、
後
か
ら
錯
誤
論
に
よ
る
構
成
が
な
さ

れ
て
い
る
印
象
が
残
る

(

錯
誤
否
定
判
決
に
は
そ
の
傾
向
が
滲
み
出
て
い
る)

。

こ
れ
が
下
級
審
の
判
決
群
が
錯
誤
無
効
に
つ
き
肯
定
・
否
定
に
二
分
す

る
重
要
な
要
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

��

法
的
構
成
の
相
違
へ
の
波
及

先
述
��
の
推
論
の
起
点
の
相

違
は
、
法
的
構
成
に
波
及
す
る
こ
と
に
な
る
。

原
審
の
判
断
よ
る
と
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
実
体
や
本
件
機
械
の
引

渡
し
の
有
無
に
つ
い
て
の
誤
信
は
、
保
証
人
の
意
思
表
示
の

｢

動
機｣

に
関
す
る
錯
誤
に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る
。
先
述
��
の
よ
う
に
、
原
審
は
、

本
件
立
替
払
契
約
の
よ
う
な
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
性
質
は
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
会
社
が
顧
客
並
び
に
販
売
店
の
双
方
に
金
融
の
便
宜
を
与
え
る
と
い

う
金
融
の
側
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
上
で
、
こ
の
よ
う

な
立
替
払
契
約
の
金
融
的
性
質
は
、
実
体
の
あ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の

場
合
で
あ
っ
て
も
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
場
合
で
あ
っ
て
も
異
な
る

と
こ
ろ
は
な
い
こ
と
、
次
に
本
件
保
証
契
約
に
お
い
て
本
件
機
械
の
引

渡
し
の
有
無
は
連
帯
保
証
人
に
と
っ
て
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
た
な

い
と
み
る
。
こ
こ
か
ら
、
動
機
の
錯
誤
と
い
う
構
成
を
導
く
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
旨
は
、
本
件
連
帯
保
証
人
の
意
思
表
示
に
は

法
律
行
為
の

｢

要
素
に
錯
誤｣

が
あ
っ
た
と
す
る
。
先
述
��
の
よ
う
に
、

本
判
旨
は
、
保
証
契
約
は
、
特
定
の
主
債
務
を
保
証
す
る
契
約
で
あ
る

か
ら
、
主
債
務
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
保
証
契
約
の
重
要
な

内
容
で
あ
る
と
し
、
商
品
売
買
契
約
の
成
否
は
、
原
則
と
し
て
、
保
証

契
約
の
重
要
な
内
容
で
あ
る
と
し
、
そ
の
上
で
、
本
件
立
替
払
契
約
は

空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
で
あ
っ
て
、
本
件
機
械
の
売
買
契
約
は
存
在
し
な

い
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
本
件
保
証
契
約
に
お
け
る
連
帯
保
証
人
の
意

思
表
示
は
法
律
行
為
の
要
素
に
錯
誤
が
あ
っ
た
と
す
る
。

本
判
旨
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
点
は
、
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
本
判

旨
は
、
動
機
の
表
示
の
有
無
・
表
示
手
法
を
問
題
と
す
る
方
式
を
と
ら

ず
、
一
足
飛
び
に
要
素
の
錯
誤
が
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る

(

後
述

②)

。
も
う
一
つ
は
、
保
証
人
は
主
債
務
が
存
在
し
な
い
こ
と

(

本
件
機

械
の
売
買
契
約
は
存
在
し
な
い
こ
と)

を
主
張
せ
ず
に
、
な
ぜ
錯
誤
無
効
に

よ
る
救
済
を
主
張
し
た
か
で
あ
る
。
従
来
の
判
例
・
学
説
に
よ
る
と
、

主
債
務
者
自
ら
が
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
企

て
た
場
合
、
主
債
務
者
が
主
債
務
の
不
存
在
に
よ
る
抗
弁
を
主
張
す
る

こ
と
は
信
義
則
違
反
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
保
証

人
は
、
主
債
務
が
不
存
在
と
し
て
保
証
債
務
の
付
従
性
に
よ
る
免
責
主

張
を
で
き
な
い
こ
と
に
な
る

(

２)

。
そ
こ
で
、
残
る
手
段
と
し
て
、
錯
誤
無
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の
よ
う
な
立
替
払
契
約
の
金
融
的
性
質
は
、
実
体
の
あ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト

契
約
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
場
合
で
あ
っ
て
も

異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
本
件
保
証
契
約
に
お
い
て
本
件
機
械
の
引
渡

し
の
有
無
は
連
帯
保
証
人
に
と
っ
て
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
た
ず
、

右
契
約
の
意
思
表
示
の
要
素
に
は
当
た
ら
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

右
の
点
に
つ
い
て
の
誤
信
は
意
思
表
示
の
動
機
に
関
す
る
錯
誤
に
す
ぎ

な
い
、
と
す
る
。

��

推
論
の
起
点
の
相
違

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
判
旨
と
原
審
の

判
断
の
出
発
点
が
、
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
旨
は
、

保
証
契
約
は

｢

特
定
の
主
債
務｣

を
保
証
す
る
契
約
で
あ
り
、
主
債
務

が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
保
証
契
約
の
重
要
な
内
容
で
あ
る
、
と

い
う
点
を
起
点
と
し
て
推
論
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
原
審
に
よ
る
と
、
本
件
立
替
払
契
約
の
よ
う
な
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約

は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
が
販
売
店
に
商
品
代
金
を
立
替
払
し
、
主
債
務

者
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
か
ら
代
金
相
当
額
の
融
資
を
受
け
る
も
の
で
、

そ
の
性
質
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
が
顧
客
並
び
に
販
売
店
の
双
方
に
金

融
の
便
宜
を
与
え
る
と
い
う
金
融
の
側
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
立
替
払
契
約
の
金
融
的
性
質
は
、
実
体
の
あ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト

契
約
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
場
合
で
あ
っ
て
も

異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
、
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約

が
金
融
手
段
性

(｢

代
金
相
当
額｣

の
融
資
の
側
面)

が
重
視
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
判
断
の
違
い
を
生
ず
る
背
景
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
背
景

(

少
な
く
と
も
そ
の
一
つ)

は
、
保
証
制
度
の
位
置
付
け

(

付
従

性
・
リ
ス
ク
分
配
の
価
値
判
断)

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
判
旨
は
、

そ
の
前
提
と
し
て
保
証
契
約
の

｢

付
従
性｣

を
明
確
に
据
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
保
証
契
約
は
、
特
定
の
主
債
務
を
保
証
す
る
契
約
で
あ
る
と

す
る
。
そ
こ
か
ら
、
主
債
務
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
保
証
契
約

の
重
要
な
内
容
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
審
は
、
主
債
務

者
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
か
ら
代
金
相
当
額
の
融
資
を
受
け
る
も
の
で
、

そ
の
性
質
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
が
顧
客
並
び
に
販
売
店
の
双
方
に
金

融
の
便
宜
を
与
え
る
と
い
う
金
融
の
側
面
を
前
面
に
出
し
て
い
る
。
こ

の
立
場
を
延
長
す
る
と
、
主
債
務
の
実
体
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
な
い

方
向
に
向
う
。

換
言
す
る
と
、
原
審
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
保
証
契
約

(

付
従
性
あ
り)

と

｢

損
害
担
保
契
約｣

(

付
従
性
の
な
い
独
立
債
務)

と
の
区
別
が
曖
昧
と

な
り
、
保
証
債
務
も
独
立
債
務
の
一
種
と
な
る
。
主
債
務
か
ら
独
立
す

る
債
務
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
債
務
の
態
様
に
属
す
事
情

(

特
定
債
務
か
金

融
手
段
か)
は
重
要
で
は
な
く
、
錯
誤
無
効
の
判
定
の
際
に
も
そ
の
考
慮

要
素
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
主
債
務
者
の
支
払
不
能
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対
し
分
割
金
を
支
払
う
態
様
の
正
規
の
立
替
払
契
約
で
あ
る
こ
と
を
当

然
の
前
提
と
し
、
こ
れ
を
本
件
保
証
契
約
の
内
容
と
し
て
意
思
表
示
を

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
一
層
明
確
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い｣

、
と
す
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
判
旨
は
、
動
機
の
表
示
の
有
無
・
表
示
手
法
を

辿
る
方
式
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
一
足
飛
び
に
要
素
の
錯
誤

の
枠
組
で
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
一
通
の
契
約
書

上
に
主
債
務
で
あ
る
立
替
払
契
約
と
保
証
契
約
が
併
せ
て
記
載
さ
れ
て

お
り
、
そ
こ
か
ら
連
帯
保
証
人
は
主
債
務
が
正
規
の
立
替
払
契
約
で
あ

る
こ
と
を

｢

当
然
の
前
提

(

４)｣

と
し
、
こ
れ
を
本
件
保
証
契
約
の
内
容
と

し
て
意
思
表
示
を
し
た
と
構
成
す
る
。

③

｢

リ
ス
ク
評
価｣

の
相
違

不
正
常
な
金
融
手
段

本
件
に
お
い
て
は
、
保
証
人
も
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社

(

保
証
債
権
者)

も
、

空
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
よ
る
不
正
常
な
金
融
手
段
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
主
債
務
者
は
事
実
上
倒
産
し
て
お
り
、
そ
こ
に
残
る
の

は
保
証
人
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
間
の
リ
ス
ク
分
配
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

原
審
の
判
断
と
本
判
旨
と
の
違
い
を
生
ず
る
背
景
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

先
述
②
の
よ
う
に
、
原
審
は
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
基
づ
く
債
務

を
保
証
し
た
こ
と
の
リ
ス
ク
は
動
機
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
と
捉
え
て

い
る
こ
と
、
さ
ら
に
動
機
の
表
示
の
判
定
が
厳
し
い
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
判
断
の
背
景
に
は
、
最
終
局
面
で
責
任
を
負
う
の
は
保
証
人
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
保
証
人
の
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
保
証
の

｢

担
保
価
値｣

へ
の
高
い
期
待
が
窺
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
旨
は
、

動
機
の
錯
誤
で
は
な
く
、
一
足
飛
び
に
要
素
の
錯
誤
の
枠
組
で
捉
え
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
に
は
、
主
債
務
が
不
正
常
な
形
の
金
融
の

手
段
で
あ
る
こ
と
が
孕
む
リ
ス
ク
を
直
視
し
、
そ
の
跳
ね
返
り
を
受
け

る
保
証
責
任
の
適
性
化
を
模
索
す
る
判
断
が
窺
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

両
判
決
の
根
底
に
は
、
保
証
制
度
の

｢

位
置
付
け｣

の
違
い
が
窺
え
る

(

な
お
、
本
件
は
保
証
人
だ
け
で
な
く
保
証
債
権
者
も
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
で
あ
る

こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、｢

共
通
錯
誤｣

を
主
張
す
る

立
場
を
と
れ
ば
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
保
証
に
要
素
の
錯
誤
が

あ
る
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
容
易
と
な
る

(

５))

。

三

残
さ
れ
た
問
題

本
判
旨
の
射
程
を
中
心
に

①

従
来
の
動
機
錯
誤
事
例
へ
の
波
及

リ
ス
ク
評
価
の
視
点
か

ら
先
述
一
の
よ
う
に
、
従
来
の
下
級
審
判
決
・
評
釈
は
、
空
ク
レ
ジ
ッ

ト
契
約

(

ま
た
は
空
リ
ー
ス
契
約)

に
基
づ
く
債
務
の
保
証
と
錯
誤
無
効

に
つ
き
、
肯
定
説
と
否
定
説
に
二
分
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
本
判
決
は
事
例
判
決
で
あ
る
が
、
最
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効
の
主
張
に
向
う
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る

(

後
述
三
②)

。

②

動
機
の

｢

表
示｣

の
必
要
性
・
そ
の
判
定

当
然
の
前
提

従
来
の
下
級
審
判
決
に
は
、
ま
ず
動
機
の
表
示
を
必
要
と
す
る
も
の

と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
見
ら
れ
る
。
前
者
、
つ
ま
り
動
機
の
表
示
を

必
要
と
す
る
も
の
の
中
に
も
、
表
示
の
有
無
が
明
確
で
な
い
場
合
の
判

定
方
法
に
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の
視
点
か

ら
、
原
審
の
判
断
と
本
判
旨
と
を
対
比
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。

原
審
に
よ
る
と
、
立
替
払
契
約
の
金
融
的
性
質
は
、
実
体
の
あ
る
ク

レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
場
合
で

あ
っ
て
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
本
件
保
証
契
約
に
お
い
て
本
件
機

械
の
引
渡
し
の
有
無
は
連
帯
保
証
人
に
と
っ
て
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を

持
た
ず
、
右
契
約
の
意
思
表
示
の
要
素
に
は
当
た
ら
な
い
と
み
る
べ
き

で
あ
っ
て
、
右
の
点
に
つ
い
て
の
誤
信
は
意
思
表
示
の
動
機
に
関
す
る

錯
誤
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
連
帯
保
証
人
の
本
件
保
証
契
約

は
本
件
立
替
払
契
約
と
同
一
の
書
面
で
あ
る
本
件
契
約
書
上
で
な
さ
れ
、

本
件
契
約
書
上
に
は
、
販
売
店
名
、
商
品
で
あ
る
本
件
機
械
、
商
品
購

入
代
金
額
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
主
債
務
が
本
件
機
械
の
売
買

契
約
を
前
提
と
す
る
立
替
払
契
約
で
あ
れ
ば
連
帯
保
証
契
約
は
す
る
が
、

単
な
る
消
費
貸
借
契
約
で
あ
れ
ば
連
帯
保
証
を
し
な
い
旨
の
動
機
が
表

示
さ
れ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
連
帯
保
証
人
の
錯

誤
の
主
張
を
排
斥
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
原
審
は
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
の
リ
ス
ク

は
動
機
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
、
次
に
錯
誤
の
主

張
に
は
動
機
の
表
示
が
必
要
と
す
る
立
場
を
と
る
こ
と
、
さ
ら
に
保
証

契
約
が
立
替
払
契
約
と
同
一
の
書
面
で
契
約
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で

も
動
機
は
表
示
さ
れ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る

こ
と

(

表
示
の
判
定
の
厳
し
さ

(

３))

、
が
分
か
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
旨
に
よ
る
と
、｢

本
件
立
替
払
契
約
の
よ
う
な

ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
が
、
そ
の
経
済
的
な
実
質
は
金
融
上
の
便
宜
を
供
与

す
る
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
原
判
決
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
主
た
る
債
務
が
実
体
の
あ
る
正
規
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
よ

る
も
の
で
あ
る
場
合
と
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

不
正
常
な
形
で
金
融
の
便
宜
を
得
る
も
の
で
あ
る
場
合
と
で
、
主
債
務

者
の
信
用
に
実
際
上
差
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
保
証
人
に
と
っ

て
、
主
債
務
が
ど
ち
ら
の
態
様
の
も
の
で
あ
る
か
に
よ
り
、
そ
の
負
う

べ
き
リ
ス
ク
が
異
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
り
、
看
過
し
得
な
い
重
要
な

相
違
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
し
て
、
前
記
の
よ
う
に
、
一

通
の
本
件
契
約
書
上
に
本
件
立
替
払
契
約
と
本
件
保
証
契
約
が
併
せ
て

記
載
さ
れ
て
い
る
本
件
に
お
い
て
は
、
連
帯
保
証
人
で
あ
る
上
告
人
Ｙ

は
、
主
債
務
者
で
あ
る
Ｅ
が
本
件
機
械
を
買
い
受
け
て
被
上
告
人
Ｘ
に

判例研究
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よ
っ
て
、
要
素
の
錯
誤
の
判
定
が
な
さ
れ
る
方
向
に
作
用
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
こ
か
ら
、
右
の
��
��
の
違
い
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

本
判
旨
は
、
従
来
の
判
例
の
判
断
枠
組
に
沿
っ
た
体
裁
を
と
っ
て
い

る
が
、
背
後
で
の
判
定
方
式
に
は
微
妙
な
変
化
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
個
々
の
法
律
行
為
の
類
型
に
応
じ
て
諸

事
情
を
読
込
み
総
合
判
定
す
る
方
式
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(

９)

。
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
読
込
ま
れ
る
要
素
の
内
容
と
読
込
み
の
優
先
順
位
が
結
果

を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
現
に
、
従
来
な
ら
ば
動
機
と

し
て
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
た
要
素
・
事
情
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

仮
に
読
込
む
諸
事
情
が
同
じ
と
し
て
、
そ
れ
で
も
要
素
の
錯
誤
の
認

定
に
つ
き
肯
定
見
解

(

債
権
者
の
リ
ス
ク
容
認)

と
否
定
見
解

(

保
証
人
の

リ
ス
ク
容
認)

と
に
分
か
れ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
究
極

的
に
は
保
証
制
度
の
位
置
付
け
に
関
す
る
価
値
判
断
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
外
国
法
に
お
け
る
保
証
制
度
の
史
的
展
開
・
比
較
法
か
ら
窺
え
る

よ
う
に
、
保
証
制
度
の
位
置
付
け
は
一
様
で
は
な
い
。
わ
が
国
に
お
け

る
金
融
実
務
の
現
場
で
は
、
依
然
と
し
て
、
保
証
の
担
保
価
値
へ
の
期

待
が
高
い
こ
と
が
窺
え
る
。
保
証
制
度
の
位
置
付
け
の
違
い
が
生
ず
る

背
景
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
背
景
・
金
融
取
引
の
諸
事
情

(

保
証
の

代
替
制
度
の
有
無
等)

が
投
影
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(

�)

。

こ
の
点
か
ら
の
分
析
を
進
め
れ
ば
、
問
題
の
根
底
に
あ
る
原
理
部
分
が

浮
び
上
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②

本
件
と
は
異
な
る
類
似
の
事
例
へ
の
対
応

枠
組
の
模
索

本
判
旨
は
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
空
リ
ー
ス
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
保

証
へ
の
影
響
が
予
想
さ
れ
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る

(

先
述
一

本
判
決
の
位
置
付
け)

。
た
だ
次
の
よ
う
な
懸
念
が
残
る
。
そ
れ
は
、
枠
組

の
固
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

��
[

空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
よ
る
債
務
の
保
証]

＝＞
��

��
[

錯
誤

無
効]

、
と
い
う
枠
組
が
固
定
す
る
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
枠
組
か
ら
は
み
出
す
事
案
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
共
通
錯
誤
で
な
い
事
例
で
あ
っ
た
ら
ど
う
か
。
物
的
担
保
が

あ
り
、
保
証
人
の
求
償
の
裏
付
け
が
あ
る
場
合
は
ど
う
か
。
読
込
む
事

情
が
異
な
り
、
ま
た
読
込
み
の
優
先
順
位
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
枠
組
で
処
理
す
る

こ
と
の
危
険
性
を
認
識
し
そ
れ
を
回
避
す
る
配
慮
が
必
要
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
枠
組
で
処
理
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
回
避
す
る

に
は
、
錯
誤
無
効
の
主
張
以
外
の
救
済
ル
ー
ト
を
模
索
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
基
づ
く
債
務

の
保
証
と
い
う
要
素
で
は
本
件
と
共
通
す
る
が
、
そ
の
他
の
点
で
異
な
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高
裁
判
決
が
こ
れ
ま
で
不
統
一
で
あ
っ
た
三
点
に
つ
き
破
棄
自
判
し
、

一
定
の
方
向
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
件
は
、
公
刊
さ
れ
た
最

高
裁
判
決
と
し
て
初
め
て
で
あ
り
、
本
件
類
似
の
事
案

(

空
ク
レ
ジ
ッ
ト
・

空
リ
ー
ス
の
保
証)

へ
の
影
響
が
予
想
さ
れ
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ

れ
る

(

先
述
一

本
判
決
の
位
置
付
け)

。

そ
れ
で
は
、
本
判
旨
は
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
保
証
以
外
の
場
合

に
も
及
ぶ
の
だ
ろ
う
か

(
本
判
旨
の
射
程)

。
従
来
保
証
人
の
動
機
の
錯

誤
と
し
て
処
理
さ
れ
て
き
た
事
案
を
概
観
す
る
と
、
錯
誤
の
事
情
に
は

い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る

(
主
債
務
者
の
資
力
・
信
用
、
主
債
務
の

物
的
担
保
の
評
価
・
数
、
共
同
保
証
人
の
資
力
・
数
、
借
入
金
の
使
用
目
的

(

割

賦
代
金
か
金
融
目
的
か
等)

、
主
債
務
の
額
に
つ
い
て
の
認
識
の
ズ
レ
等)

。
本
判

旨

(

主
債
務
の
発
生
原
因
錯
誤
型)

が
そ
の
他
の
タ
イ
プ
の
事
案
に
も
波
及

す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
本
件
以
外
の
場
合
に
お

い
て
も
波
及
す
る
な
ら
ば
、
錯
誤
無
効
に
よ
っ
て
保
証
人
の
免
責
が
認

め
ら
れ
る
場
合
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
本
判
旨
の
影
響
が
増
す
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
の
本
件
評
釈
を
概
観
す

る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

��

限
定
的
見
解

空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
保
証
の
場
合
は
、
保

証
債
務
の
内
容
で
あ
る
主
た
る
債
務
の
法
律
上
の
発
生
原
因
が
真
実
と

異
な
っ
て
い
る
こ
と
自
体
が
信
用
不
安
を
意
味
す
る
と
い
う
点
に
特
徴

が
あ
る
と
し
、
そ
こ
か
ら
、
資
力
に
関
す
る
錯
誤
一
般
や
他
の
担
保
の

有
無
に
関
す
る
錯
誤
や
融
資
金
の
使
途
に
関
す
る
錯
誤
へ
の
影
響
は
あ

ま
り
な
い
と
す
る
主
張
が
あ
る

(

６)

。

��

非
限
定
的
見
解

こ
れ
に
対
し
て
、
判
例
の
態
度
は
一
貫
し

て
い
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
錯
誤
者
以
外
に
保
証
人
が
い
る
と
誤
信

し
た
事
件

(

最
判
昭
和
三
二
年
一
二
月
一
九
日
民
集
一
一
巻
一
三
号
二
二
九
九

頁)

も
、
他
に
も
連
帯
保
証
人
が
あ
る
か
ど
う
か
は

｢

当
然
に
は
そ
の

保
証
契
約
の
内
容
と
な
る
も
の
で
は
な
い｣

と
述
べ
る
の
み
で
あ
り
、

こ
の
点
が
保
証
契
約
の
内
容
と
な
る
こ
と
を
完
全
に
否
定
し
た
も
の
で

は
な
い
と
し
、
む
し
ろ
当
該
事
件
で
は
錯
誤
が
一
方
的
な
も
の
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
と
見
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
限

り
で
判
例
の
態
度
は
一
貫
し
て
い
る
と
す
る
も
の
が
あ
る

(

７)

。
契
約
の
当

事
者
の
一
方
が
誤
解
し
た
場
合

(

通
常
の
錯
誤)

か
当
事
者
の
双
方
が
誤

解
し
た
場
合

(

共
通
錯
誤)

か
は
、
目
立
た
な
い
が
結
論
を
左
右
す
る
要

素
の
一
つ
で
あ
る

(

８)

。

さ
て
、
そ
れ
で
は
右
��
と
��
の
見
解
は
ど
の
程
度
異
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
��
の
見
解
を
換
言
す
れ
ば
、
共
通
錯
誤
の
場
合
に
は
、
保
証
契

約
の
相
手
方
で
あ
る
債
権
者
も
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

い
れ
ば
契
約
に
応
じ
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
読
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
。
債
権
者
も
誤
信
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
新
た
に
加
わ
る
こ
と
に

判例研究

(名城 
��) ��－	－���



要
と
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
等
は
、
実
質
的

に
契
約
の
目
的
と
な
る
物
や
サ
ー
ビ
ス
が
実
際
に
引
渡
さ
れ
た
か
を
確

認
す
る
義
務
を
課
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る

(

�)

(

先
述
一

本
判
決

の
位
置
付
け)

。
商
取
引
を
含
む
取
引
全
般
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
な
ら
ば
、
当
事
者
の
一
方

(

保
証
人)

が
消
費
者
の
場
合
に
は
、

調
査
確
認
に
つ
い
て
よ
り
慎
重
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
契
約
の
場
合
に
は
、
消
費
者
契
約

法
の
適
用
が
あ
る
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社

(

事
業
者)

は
、
現
場
に
関
す
る

大
量
の
取
引
情
報
を
有
し
て
お
り
、
デ
ー
タ
バ
ン
ク
へ
の
ア
ク
セ
ス
手

段
を
有
す
る

(

主
債
務
者
の
資
力
・
信
用
、
事
故
歴
な
ど)

。
専
門
知
識
を
有

す
る
専
門
家
も
内
部
に
有
し
て
い
る
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
は
、
現
場
に

お
い
て
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
が
か
な
り
紛
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
を
承
知

の
上
で
、
立
替
払
契
約
に
入
っ
て
く
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
会
社
に
は
、
そ
の
情
報
量
・
専
門
性
か
ら
、
調
査
を
十
分
に
尽

く
す
べ
き
よ
り
高
度
の
注
意
義
務
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
調
査
内
容
を
契
約
締
結
前
に
保
証
人
に
提
供
す
る
義
務
が
あ
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る

(

消
費
契
約
第
三
条)

。
確
か
な
情
報
を
ほ
と
ん
ど
有
さ

ず
専
門
的
な
知
識
も
な
い
保
証
人

(

消
費
者)

に
、
事
業
者
と
同
レ
ベ
ル

の
調
査
義
務
を
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る

(

こ
の
点
に
つ
い
は
、

同
法
第
三
条
に
お
け
る
義
務
内
容
の
解
釈
問
題
が
残
る)

。
因
に
、
リ
ー
ス
契

約
の
場
合
に
は
、
リ
ー
ス
業
者
の
書
面
確
認
義
務
を
認
め
る
説
が
有
力

で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
臨
場
確
認
や
問
い
合
せ
を
課
す
説
も
あ
る
と
さ

れ

(

�)

、
債
権
者
の
注
意
義
務
の
展
開
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
保
証
人
に
重
過
失

(

右
��)

が
あ
る
場
合
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
表
意
者
で
あ
る
保
証
人
に
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
保
証
人
は
自
ら
錯
誤
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る

(

民
第
九
五
条
但
書)

。
本
件
に
お
い
て
は
、
保
証
人
は
、
小
さ
な
会
社

(

主
債
務
者)

の
従
業
員
で
あ
り
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
に
関
わ
る
会
社

の
事
情

(

空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
か
ど
う
か
を
見
分
け
る
機
械
の
納
入
の
有
無
・
時

期
等
の
事
情)

を
知
る
こ
と
が
で
き
た
可
能
性
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

現
に
、
本
件
で
は
保
証
人
が
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
実
体
を
容
易
に
知

る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
問
題
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
疑

問
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る

(

�)

。
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
事
例
に
は
様
々

な
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
ユ
ー
ザ
ー
と
保
証
人
と
が
親
密
な
関
係
に
あ
る

場
合
も
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
民
法
第
九
五
条

但
書
に
該
当
す
る
場
合
を
念
頭
に
お
い
て
お
く
必
要
は
あ
る
と
思
わ
れ

る
。も

っ
と
も
、
共
通
錯
誤
の
場
合
に
は
、
両
当
事
者
が
と
も
に
同
じ
錯

誤
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
相
手
方
に
対
す
る
配
慮
か
ら
表
意

者
の
無
効
主
張
を
制
限
す
る
こ
と
は
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
。

商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例

��－�－ (名城 ���)���

る
要
素
が
隠
れ
て
い
る
事
例
が
予
想
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
事
例
へ
の
対

応
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る

(

�)

。

そ
こ
で
ま
ず
、
本
件
の
枠
組
が
前
提
と
す
る
考
慮
要
素
を
抽
出
す
る
。

本
件
で
は
、
��
保
証
契
約
の
当
事
者
双
方
が
誤
解
し
て
い
た
こ
と

(

共

通
錯
誤)

、
��
主
債
務
者
の
機
械
の
購
入
行
為
が
商
行
為
で
あ
る
こ
と

(

商
行
為)

、
��
保
証
人
が
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
実
体
を
容
易
に
知
る
こ

と
が
で
き
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

(

錯

誤
主
張
者
の
重
過
失
の
有
無)

、
を
前
提
と
し
て
い
る
。

次
に
、
右
��
〜
��
に
つ
き
本
件
と
異
な
る
場
合
を
辿
る
こ
と
に
す
る
。

本
件
の
よ
う
な
共
通
錯
誤

(

右
��)
の
場
合
に
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会

社

(

債
権
者)

は
実
体
の
な
い
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
で
あ
る
こ
と
に
つ
き

善
意
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
主
債
務
が
不
存
在
で
あ
る
と
の
抗
弁
は
、

信
義
則
上
認
め
ら
れ
な
い

(

	)

。
そ
こ
で
、
他
の
救
済
手
段
が
必
要
と
な
り
、

本
件
で
は
錯
誤
無
効
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も

し
保
証
人
が
一
方
的
に
誤
解
し
て
い
た
だ
け
で
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
が
先

の
事
情
を
知
っ
て
い
た
場
合

(

悪
意)

で
あ
れ
ば
、
主
債
務
の
不
存
在

の
抗
弁
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
錯
誤
無

効
の
主
張
を
模
索
す
る
必
要
は
な
い
。
な
お
、
実
務
で
は
、
保
証
人
は

主
債
務
者
か
ら
保
証
の
依
頼
を
受
け
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
依
頼
の
際

に
、
主
債
務
者
か
ら
実
体
の
あ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
で
あ
る
か
の
よ
う

な
説
明
を
受
け
て
保
証
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
保
証
人
は
主
債
務

者

(

第
三
者)

に
騙
さ
れ
た
と
し
て
、
第
三
者
の
詐
欺

(

民
第
九
六
条
二
項)

の
主
張
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

(

保
証
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ク
レ
ジ
ッ

ト
会
社
が
悪
意
の
場
合
に
は
九
六
条
二
項
の
取
消
要
件
を
ク
リ
ア
ー
す
る)

。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
問
題
が
複
雑
化
す
る
の
は
、
や
は
り
契
約
の

当
事
者
双
方
が
誤
解
し
て
い
た
共
通
錯
誤
の
場
合
で
あ
る

(

本
件
は
そ
の

事
案)

。
そ
れ
で
は
、
本
件
と
は
右
��
��
の
要
素
に
お
い
て
異
な
る
場
合

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
主
債
務
が
商
行
為

(

右
��)

で
な
い
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
他
の
処
理
方
法
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
件
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
会

社
は
、
割
賦
購
入
斡
旋
業
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
割
賦
販
売
法
に
お
け

る
抗
弁

(

売
買
の
目
的
物
で
あ
る
機
械
の
未
受
領)

の
主
張
が
で
き
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
主
債
務
者
の
機
械
購
入
が
購
入
者
の
た
め
の
商
行
為
で

あ
っ
た
た
め
で
あ
る

(

同
第
三
〇
条
の
四
第
四
項
二
号)

。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
そ
の
機
械
購
入
が
商
行
為
で
な
い
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

同
法
第
三
〇
条
の
四
に
よ
り
、
割
賦
購
入
斡
旋
業
者
に
対
す
る
抗
弁
が

可
能
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る

(


)

。
商
行
為
で
な
い
事
案
で
は
、
特
別
法

に
よ
る
処
理
方
法
が
活
用
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

本
判
旨
が
錯
誤
無
効
を
肯
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社

等
は
保
証
人
か
ら
の
錯
誤
無
効
の
主
張
を
回
避
す
る
た
め
の
対
応
が
必

判例研究
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一
年
二
月
九
日
金
判
一
一
五
九
号
一
一
頁

(

本
件
最
判
の
原
審)

(

一
審

を
引
用)

が
あ
る
。
ま
た
要
素
の
錯
誤
を
否
定
す
る
見
解
と
し
て
、
中

野
哲
弘

｢

リ
ー
ス
契
約
・
割
賦
販
売
契
約
と
連
帯
保
証
人
の
錯
誤｣

判

タ
六
四
二
号
一
七
頁

(

昭
六
二)

(

金
融
の
便
・
ユ
ー
ザ
ー
の
受
け
る
恩

恵
・
空
リ
ー
ス
性
を
知
ら
ず
に
保
証
す
る
の
は
例
外)

、
巻
之
内
茂

｢

空

リ
ー
ス
・
多
重
リ
ー
ス
・
仮
装
リ
ー
ス｣

金
判
七
八
二
号
一
五
二
頁

(

昭
六
三)

(

金
融
目
的
の
実
現
・
動
機
の
錯
誤
・
動
機
表
示
の
認
定
難)

、

野
口
恵
三

｢

空
リ
ー
ス
・
空
ロ
ー
ン
契
約
の
場
合
に
お
け
る
連
帯
保
証

人
の
責
任｣

Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
四
五
号
四
八
頁

(

平
六)

(

金
融
の
便
・
リ
ー
ス

物
件
の
存
在
は
刺
身
の
ツ
マ)

、
庄
政
志
・
判
評
四
七
一
号
二
九
頁

(

平

一
〇)

(

リ
ー
ス
業
者
の
過
失
の
有
無
・
保
証
へ
の
期
待
、
ユ
ー
ザ
ー
と

の
関
係
が
深
い
連
帯
保
証
人
の
重
過
失)

が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
要
素
の
錯
誤
を
肯
定
す
る
判
決
と
し
て
、
大
阪
高

判
昭
五
六
年
一
〇
月
二
九
日
判
時
一
〇
三
七
号
一
一
八
頁

(

主
債
務
の

態
様
を
考
慮
・
要
素
の
錯
誤)

、
広
島
高
判
平
五
年
六
月
一
一
日
判
タ
八

三
五
号
二
〇
四
頁(

主
債
務
の
発
生
原
因
は
保
証
契
約
の
当
然
の
前
提
・

保
証
契
約
書
と
リ
ー
ス
契
約
書
の
一
体
性
考
慮)

、
仙
台
地
判
平
八
年
二

月
二
八
日
判
時
一
六
一
四
号
一
一
八
頁

(

主
債
務
の
発
生
原
因
は
保
証

契
約
の
当
然
の
前
提
・
空
リ
ー
ス
の
リ
ス
ク
の
違
い)

、
福
島
地
会
津
若

松
支
部
判
平
一
二
年
七
月
二
七
日
判
タ
一
一
〇
一
号
二
〇
二
頁

(

真
正

の
契
約
の
存
在
は
保
証
契
約
の
当
然
の
前
提
・
リ
ス
ク
の
違
い

(

債
務

の
履
行
・
求
償
結
果)

・
要
素
の
錯
誤)

が
あ
る
。
ま
た
要
素
の
錯
誤

を
肯
定
す
る
見
解
と
し
て
、
吉
原
省
三

｢

割
賦
販
売
が

『

か
ら
売
り』

の
場
合
の
連
帯
保
証
人
の
責
任｣

金
法
一
〇
二
二
号
四
頁

(

昭
五
八)

(

物
の
引
渡
し
は
当
然
の
前
提
・
動
機
の
表
示
・
損
害
担
保
契
約
と
の
相

違
・
営
業
シ
ス
テ
ム
と
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
の
リ
ス
ク
負
担)
、
神
作

裕
之
・
ジ
ュ
リ
一
〇
三
〇
号
一
三
八
頁

(

判
研)

(

平
五)

(

リ
ー
ス
契

約
と
金
銭
消
費
貸
借
契
約
の
違
い
・
リ
ス
ク
の
違
い)

が
あ
る
。

こ
の
他
、
小
林
一
俊
・
金
判
六
六
一
号
四
九
頁

(

昭
五
八)

(

大
阪
高

判
昭
五
六
年
一
〇
月
二
九
日
判
研)

、
橋
本
眞
・
伊
藤
進
・
法
時
五
九
巻

三
号
一
〇
四
頁

(

昭
六
二)

(

仙
台
高
判
昭
六
〇
年
一
二
月
九
日
判
研)

、

小
久
保
孝
雄
・
判
タ
一
〇
〇
五
号
三
六
頁

(

平
一
一)

(

仙
台
地
判
平
八

年
二
月
二
八
日
判
研)

、
大
西
武
士
・
金
判
一
〇
五
二
号
五
三
頁

(

平
一

〇)
(

仙
台
地
判
平
八
年
二
月
二
八
日
判
研)

、
宇
田
川
基
・
判
タ
一
〇

三
六
号
二
八
頁

(

平
一
二)

(

東
京
地
判
平
一
〇
年
三
月
二
三
日

(

本
件

最
判
の
一
審
・
判
研)

、
高
森
八
四
郎
・
野
口
大
作

｢

空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契

約
・
空
リ
ー
ス
契
約
に
お
け
る
連
帯
保
証
人
の
錯
誤

最
高
裁
平
成

一
四
年
七
月
一
一
日
第
一
小
法
廷
判
決
を
中
心
に
し
て

｣

関
法
五

三
巻
四
・
五
合
併
号
一
四
五
頁

(

平
一
六)

が
あ
る
。
山
下
純
司

｢

保

証
意
思
と
錯
誤
の
関
係｣

学
習
院
三
六
巻
二
号
七
三
、
九
六
頁

(

平
一

三)
(

フ
ラ
ン
ス
法
の
分
析
に
基
づ
く
わ
が
国
に
お
け
る
従
来
の
判
例
の

批
判
的
検
討)

参
照
。

(

２)

中
舎
寛
樹
・
法
教
二
七
〇
号
一
一
四
頁

(

判
研)

(

平
一
五)

、
尾
島

茂
樹
・
ジ
ュ
リ
一
二
四
六
号
六
一
頁

(

判
研)

(

平
一
五)

(

本
件
の
判

例
研
究
で
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の)

。
な
お
、
本
件
の
判
例
研
究
と
し

て
、
こ
の
他
に
、
松
本
恒
雄
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
五
七
号
六
六
頁

(

平
一
五)

商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例
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現
に
、
こ
こ
か
ら
、
表
意
者
に
重
過
失
が
あ
っ
て
も
、
錯
誤
無
効
を
主

張
で
き
る
と
す
る
有
力
説
が
あ
る

(

�)

。
通
常
の
錯
誤
と
異
な
り
、
両
当
事

者
が
誤
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
に
強
い
拘
束
力
を
持
た
せ

る
必
要
は
な
い
と
の
配
慮
が
あ
る
。
他
方
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
は
、
実

体
の
な
い
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
を
承
知
で
契

約
に
臨
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
い
て
営
業
し
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
が
リ
ス
ク
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と

い
え
る

(

�)

。
こ
れ
ら
の
要
素

(

相
手
方
も
錯
誤
・
リ
ス
ク
あ
る
取
引
土
壌)

は
、

諸
要
素
の
総
合
判
断
に
お
い
て
、
民
法
第
九
五
条
但
書
の
重
過
失
の
認

定
を
緩
和
す
る
方
向
に
作
用
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
務
の
現
場
の
商
魂
は
逞
し
く
、
今
後
様
々
な
タ
イ
プ
の
空
ク
レ
ジ
ッ

ト
契
約
が
編
み
出
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
本
件
と
類
似
す
る
が
、

本
件
と
は
異
な
る
要
素
が
隠
れ
て
い
る
事
例
が
登
場
す
る
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
本
判
旨
の
枠
組
一
本
で
は
な
く
、
右
の
��
〜
��
等
の
要
素
を

考
慮
し
た
複
数
の
枠
組
の
使
い
分
け
が
課
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
本
件
の
保
証
人
は
、
会
社

(

主
債
務
者)

の
一
社
員
に
す
ぎ

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
代
表
取
締
役
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
、
保
証
を
引

受
け
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
会
社
は
事
実
上
倒
産
状
態
に
な
り
、

保
証
人
は
そ
の
会
社
を
解
雇
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
は
、
会
社
の

オ
ー
ナ
ー
で
も
な
い
た
だ
の
一
社
員
が
、
そ
の
会
社
を
解
雇
さ
れ
た
後

も
、
保
証
責
任
を
負
う
こ
と
ま
で
覚
悟
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る

(

保
証
意
思
の
不
明
確
さ)

。
わ
が
国
の
取
引
実
務
に
お
い
て
は
、
保

証
人
は
そ
の
意
思
確
認
が
曖
昧
な
ま
ま
署
名
捺
印
す
る
場
合
が
多
い
。

そ
の
意
味
で
も
、
錯
誤
無
効
を
肯
定
し
た
本
判
旨
の
意
義
は
少
な
く
な

い
と
思
わ
れ
る

(

個
人
保
証
人
の
保
護
方
策
の
一
つ)

。

(

１)

要
素
の
錯
誤
を
否
定
す
る
判
決
と
し
て
、
東
京
高
判
昭
五
八
年
一
二

月
一
三
日
金
法
一
〇
六
三
号
四
〇
頁

(

善
意
の
第
三
者
へ
の
無
効
主
張

不
可

(

民
法
第
九
四
条
二
項)

・
主
債
務
の
不
存
在
の
抗
弁
不
可)

、
東

京
地
判
昭
五
九
年
七
月
二
〇
日
金
判
七
一
六
号
二
六
頁

(

リ
ー
ス
契
約

の
実
質
は
金
融
の
便
・
保
証
の
経
緯
等
を
考
慮)

、
仙
台
高
判
昭
六
〇
年

一
二
月
九
日
判
時
一
一
八
六
号
六
六
頁

(

リ
ー
ス
契
約
の
実
質
は
金
融

の
便
・
動
機
の
錯
誤)

、
東
京
高
判
昭
六
二
年
一
月
二
〇
日
判
タ
六
五
〇

号
一
七
六
頁

(

ク
レ
ジ
ッ
ト
に
よ
る
割
賦
販
売
の
実
質
は
金
融
・
本
件

物
件
は
担
保
と
し
て
重
要
で
な
い
・
動
機
の
錯
誤
・
動
機
の
表
示
な
し)

、

東
京
地
判
平
元
年
六
月
二
八
日
判
時
一
三
四
一
号
九
五
頁

(

主
債
務
者

は
信
義
則
上
免
責
さ
れ
ず
保
証
人
も
責
め
を
負
う

(

錯
誤
無
効
の
主
張

は
な
い))

、
東
京
地
判
平
二
年
五
月
一
六
日
判
時
一
三
六
三
号
九
八
頁

(

金
融
の
便
・
信
義
則
上
引
渡
し
の
欠
缺
の
抗
弁
不
可)

、
東
京
地
判
平

一
〇
年
三
月
二
三
日
判
タ
一
〇
一
五
号
一
五
〇
頁

(

本
件
最
判
の
一
審)

(

金
融
の
便
宜
・
動
機
の
錯
誤
・
動
機
の
表
示
な
し)

、
東
京
高
判
平
一

判例研究
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保
証
人
に
対
す
る
注
意
義
務
に
関
す
る
一
考
察

い
わ
ゆ
る

『

貸
し

剥
が
し』

問
題
を
中
心
に

｣

名
城
五
二
巻
四
号
四
五
、
五
二
頁

(

平
一
五))

。

(

�)

中
舎
・
前
掲
注

(

２)

判
研
一
一
五
頁
参
照
。

(

�)

小
林
・
前
掲
注

(

１)

判
研
五
一
頁
以
下
、
庄
・
前
掲
注

(

１)

判

研
三
〇
頁
。

(

�)

中
舎
・
前
掲
注

(

２)

判
研
一
一
五
頁
。

(

�)

匿
名
・
前
掲
注

(

２)

判
研
一
頁
参
照
。
な
お
、
吉
岡
・
前
掲

(

２)

判
研
一
二
五
頁
、
宮
本
・
前
掲
注

(

２)

判
研
一
三
頁
も
実
務
の
現
場

へ
の
影
響
と
し
て
目
的
物
引
渡
し
の
確
認
強
化
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
。

な
お
、
実
務
に
お
い
て
は
商
品
引
渡
し
の
書
面
に
よ
る
確
認
と
い
う
方

法
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
保
証
債
務
が
否
認
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と

し
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
で
も
保
証
す
る
旨
の
一
種
の
損
害
担
保
契
約
の
導

入
を
提
案
す
る
法
実
務
家
の
発
言
が
あ
る

(

香
月
・
前
掲
注

(

２)

判

研
七
頁)

。
本
判
決
の
実
務
へ
の
影
響
に
対
す
る
警
戒
感
が
窺
え
る
。

(

�)

神
作
・
前
掲
注

(

１)

判
研
一
三
八
頁
。
巻
之
内
・
前
掲
注

(

１)

論
文
一
五
三
頁
参
照
。

(

�)

松
本
・
前
掲
注

(

２)

判
研
①
七
一
頁
、
宮
本
・
前
掲
注

(

２)

判

研
一
三
頁
。
な
お
、
庄
・
前
掲
注

(

１)

判
研
三
二
頁

(

仙
台
地
判
平

八
年
二
月
二
八
日
の
判
研)

も
連
帯
保
証
人
が
ユ
ー
ザ
ー
と
関
係
の
深

い
こ
と
を
問
題
と
す
る

(

民
第
九
五
条
但
書)

。

(

�)

四
宮
和
夫
・
能
見
義
久
・
民
法
総
則

(

第
六
版
・
平
一
四)

二
二
六

頁
、
大
中
・
前
掲
注

(

２)

判
研
六
二
頁
。

(

�)

例
え
ば
、
吉
原
・
前
掲
注

(

１)

判
研
五
頁
。
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(

以
下
判
研
①
と
引
用)

、
同
・
金
法
一
六
八
四
号
四
五
頁

(

平
一
五)

(

以
下
判
研
②
と
引
用)

、
大
中
有
信
・
金
判
一
一
六
八
号
五
七
頁

(

平

一
五)

、
古
積
健
三
郎
・
法
セ
五
七
八
号
一
〇
八
頁

(

平
一
五)

、
大
西

武
士
・
判
タ
一
一
二
三
号
五
五
頁

(

平
一
五)

、
宮
本
健
蔵
・
判
評
五
三

五
号
一
〇
頁

(

平
一
五)

、
山
岡
真
治
・
帝
塚
山
法
学
八
号
七
一
頁

(

平

一
五)

、
吉
岡
伸
一
・
法
時
七
六
巻
七
号
一
二
〇
頁

(

平
一
六)

、
野
口

大
作
・
法
時
七
六
巻
八
号
一
〇
七
頁

(

平
一
六)

、
野
村
豊
弘
・
リ
マ
ー

ク
ス
二
八
号
一
四
頁

(
平
一
六)

、
同
・
セ
レ
ク
ト

(

二
〇
〇
二)

一
六

頁

(

法
教
別
冊
二
七
〇
号)

(
平
一
四)

、
香
月
裕
爾
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
四
三

号
六
頁

(

平
一
四)

、
匿
名
・
金
法
一
六
五
四
号
一
頁

(

平
一
四)

、
河

津
博
史
・
銀
法
	
六
三
〇
号
六
〇
頁

(
平
一
六)

が
あ
る
。

(

３)

こ
れ
に
対
し
て
、
割
賦
購
入
代
金
に
つ
い
て
保
証
し
た
の
で
あ
る
か

ら
、
物
の
引
渡
し
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
の
前
提
で
あ
り
、
動
機
の

錯
誤
と
構
成
し
て
も
、
当
然
そ
れ
が
表
示
さ
れ
て
い
て
契
約
内
容
と
な
っ

て
い
た
と
み
る
立
場
が
あ
る

(

例
え
ば
吉
原
・
前
掲
注

(
１)

評
釈
五

頁)

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
動
機
の
表
示
の
認
定
手
法
は
統
一
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
窺
え
る
。

(

４)

な
お
、
三
宅
理
論
を
展
開
し
て
独
自
の
前
提
論
を
展
開
す
る
見
解
が

あ
る

(

高
森
・
野
口
・
前
掲
論
文
注

(

１)

二
二
二
、
二
三
一
―
二
三

二
頁
、
野
口
・
前
掲
注

(

２)

判
研
一
〇
九
頁
参
照)

。
こ
の
見
解
に
よ

る
と
、
空
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
・
空
リ
ー
ス
契
約
に
つ
い
て
、
当
事
者
が

目
的
物
の
引
渡
し
の
あ
る
売
買
契
約
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
ク
レ
ジ
ッ

ト
契
約
・
リ
ー
ス
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
目
的
物

の
引
渡
し
の
あ
る
契
約
で
あ
る
こ
と
が
当
事
者
間
で
前
提
と
し
て
合
意

に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
保
証
契
約
の
前
提
欠
如
と
し
て

無
効
と
な
る
と
構
成
さ
れ
る
。

(

５)

中
舎
・
前
掲
注

(

２)

判
研
一
一
五
頁
、
小
林
・
前
掲
注

(

１)

判

研
五
三
頁
以
下
。

(

６)

松
本
・
前
掲
注

(

２)

判
研
①
七
一
頁
、
同
・
前
掲
注

(

２)

判
研

②
四
八
頁
。

(

７)

大
中
・
前
掲
注

(

２)

判
研
六
二
頁
。
宮
本
・
前
掲
注

(

２)

判
研

一
三
頁
も
本
判
決
の
射
程
を
広
く
み
る
。

(

８)

中
舍
・
前
掲
注

(

２)

判
研
一
一
五
頁
。

(

９)

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
総
合
判
定
方
式
に
近
い
こ
と
に
な
る
。

野
村
・
前
掲
注

(

２)

セ
レ
ク
ト

(

二
〇
〇
二)

一
六
頁
は
本
判
決
を

妥
当
と
す
る
。
野
村
豊
弘

｢

連
帯
保
証
契
約
と
要
素
の
錯
誤｣

金
法
一

二
七
二
号
七
頁

(

平
二)

、
同
・
判
タ
七
一
三
号
三
九
頁

(

判
研)

(

平

二)

参
照
。

(


)

保
証
の
担
保
的
価
値
へ
の
高
い
期
待
が
見
ら
れ
た
の
は
、
わ
が
国
だ

け
で
は
な
い
。
一
九
世
紀
の
近
代
諸
国
の
立
法
に
も
そ
の
例
が
あ
る

(

西
村
信
雄
・
継
続
的
保
証
の
研
究

(

昭
二
七)

二
二
六
頁)

。
し
か
し
、

二
〇
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
、
保
証
の
位
置
付
け
に
変
化
が
見
ら
れ
、
保
証

の
担
保
的
価
値
は
相
対
的
に
低
下
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
流
れ
か
ら
み
る
と
、
わ
が
国
に
お
け
る
保
証
の
担
保
的
価
値
へ

の
期
待
は
依
然
と
し
て
か
な
り
高
い
。
少
な
く
と
も
、
わ
が
国
の
金
融

実
務
に
お
け
る
保
証
の
位
置
付
け
は
そ
う
で
あ
る

(

拙
稿

｢

債
権
者
の

判例研究
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